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令和７年８月 
 

 

倉敷市環境局環境政策部 

環境政策課
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項目及び構成 

 

 

１  契約者 

 

２  契約担当部署 

 

３  一般競争入札に付する事項 

 

４  入札に参加する者に必要な資格 

 

５  仕様書等に関する質問 

 

６ 入札参加資格申請の手続き 

 

７  入札の方法 

 

８  開札 

 

９  その他 
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１ 契約者 

倉敷市 

 

２ 契約担当部署 

〒７１０－８５６５ 

倉敷市西中新田６４０番地 

倉敷市環境局環境政策部環境政策課水質係 

ＴＥＬ：０８６－４２６－３３９１（直通） 

ＦＡＸ：０８６－４２６－６０５０ 

電子メール：eptc@city.kurashiki.okayama.jp 

 

３ 一般競争入札に付する事項 

（１） 委託業務名 

令和７年度倉敷地区児島湖流域清掃大作戦業務 

（２） 履行場所 

仕様書による 

（３） 契約期間及び履行期間 

契約締結の日から令和７年 12月 26 日まで 

 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

次の各号のすべてを満たす者。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 入札の公告日から落札者が決定するまでの間において、倉敷市から入札に関

する指名を停止されていないこと。 

（３） 入札の公告日から落札者が決定するまでの間において、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いる者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）で

ないこと。 

（４） 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされ

ていないこと。 

（５） 申請書及びその添付書類に虚偽の記載がないこと。 

 

５ 仕様書等に関する質問 

仕様書等に関する質問がある場合は、次により行うこと。 
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（１） 質問の方法 

質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにしたうえで、任意様式により環境政

策課水質係に電子メールにより提出すること。必ず電子メールの到着を環境政策課

水質係に確認すること。なお、電話、口頭による質問は受け付けない。 

（２） 受付期間 

令和７年８月１９日（火）～令和７年８月２５日（月）（午後５時００分必着） 

（３） 回答 

回答は、令和７年８月２７日（水）までに、本市ホームページで公表するものとし、

口頭による個別対応は行わない。なお、回答は本入札説明書と一体のものとして同

等の効力を持つものとする。 

（４） 質問受付先 

電子メール：eptc@city.kurashiki.okayama.jp 

 

６ 入札参加資格申請の手続き 

入札に参加を希望する者は、本市所定の入札参加資格確認申請書に必要事項を記載のう

え、添付書類を添えて、次のとおり提出すること。 

（１） 申請期間 

令和７年８月１９日（火）から令和７年８月２８日（木）までの午前８時３０分か

ら午後５時００分まで。 

（２） 申請書の入手方法 

申請書は、令和７年８月１９日（火）から、本市ホームページにて公表する。申請

書の入手方法については、次のＵＲＬを参照のこと。

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/business/contract/1013065/1014310/10

20928.html 

（３） 申請方法 

申請書は、環境政策課水質係に電子メールにより提出すること。また、必ず電子メ

ールの到着を環境政策課水質係に確認すること。令和７年８月２８日（木）午後５

時００分必着。 

（４） 申請受付先 

電子メール：eptc@city.kurashiki.okayama.jp 

（５） 申請者の義務 

申請者は、本市から申請書等に関し説明を求められた場合には、これに応じなけれ

ばならない。 

（６） 参加の可否 

入札参加資格確認申請書を提出した者には、令和７年８月２９日（金）午後５時０

０分までに、電子メールにより参加の可否を回答する。 
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７ 入札の方法 

（１） 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

上記２「契約担当部署」に同じ。 

（２） 入札書の提出期限 

令和７年９月１日（月）午後５時００分必着 

（３） 入札書の作成方法等 

ア 入札書は日本語で記載すること。また、入札金額は日本国通貨とする。  

イ 入札書は、本市所定の様式によること。 

ウ 入札書（指定様式）の記載項目 

（ア） 入札書「第 回」 

（イ） 年月日「令和  年  月  日」（提出日を記入すること） 

（ウ） 競争入札参加者の所在地、氏名（法人の場合はその商号又は名称）及び押

印（代理人が入札する場合は、代理人の氏名及び押印） 

（エ） 入札金額 

（注） 記載するに当たって、次の点に注意すること。 

１ 入札金額の訂正は認めない。  

          ２ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

（４） 入札書の提出方法等 

 ア  入札回数は３回を限度とし、第１回目の入札における入札書は書留郵便により提

出する。第１回目の入札書を作成し、封筒に入れて封印し、その表面には入札者の商

号（名称）を記載し、「令和７年９月２日午前９時００分開札（令和７年度倉敷地区

児島湖流域清掃大作戦業務）の入札書」「第１回目在中」と朱書すること。これを封

筒に入れて二重封筒とし、表面に「令和７年９月２日午前９時００分開札（令和７年

度倉敷地区児島湖流域清掃大作戦業務）の入札書在中」と朱書し、親展により入札書

の提出期限（上記７（２））までに必着させなければならない。なお、入札書は、上

記２「契約担当部署」へ持参して提出することも可能とする。 電報、ファクシミリ、

電話その他の方法による入札は認めない。 

イ 第１回目の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がないとき、２回

目以降の入札は、入札参加者と入札日時を協議した上で、再度の入札日時及び入札

方法を改めて通知する。 
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ウ  入札者は、その提出した入札書の差替え、変更又は取消しをすることができない。 

 

（５） 無効の入札書 

次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 

ア 本件に係る入札公告及び入札説明書に示した入札参加資格のない者が提出したも

の。 

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出したもの。 

ウ 入札書に記名押印がないもの。ただし、外国事業者が押印に代えて署名したもの

を除く。 

エ 入札書の記入文字が明確でないもの。 

オ 一の入札に同一の入札者又は代理人から２通以上の入札書が提出されたもの。 

カ 入札金額を訂正したもの。 

キ 入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者が提出したもの。 

（６） 代理人による入札 

ア 代理人が入札する場合には、別添の様式による委任状を開札時までに提出するこ

と（外国事業者にあっては、押印を署名に代えることができる）。 

イ 入札者（その代理人を含む）は、本件委託業務に係る入札について、他の入札者

の代理人を兼ねることはできない。 

（７） 入札の延期等 

入札者が相連合し、又は不穏の挙動等をする等の場合で、競争入札を公正に執行す

ることができない状況にあるときは、入札を延期し、又はこれを中止することがで

きる。 

 

８ 開札 

（１） 開札の日時及び場所 

令和７年９月２日（火） 午前９時００分 

倉敷市西中新田６４０番地 

倉敷市役所本庁舎２階 環境局応接室 

（２） 開札 

ア 入札者は、開札に立ち会うことができる（立ち会うことができる人数は、１者に

つき１名とする）。入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない市職員を立

ち会わせて行う。 

イ 入札者は、開札時刻後においては、開札場所に入場することはできない。 

ウ 入札者は、開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員の求めに応じ入札

権限に関する委任状を提示しなければならない。 

エ 入札者は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた
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場合のほか、開札場所から退場することができない。 

オ 開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入

札がないときには、入札参加者と入札日時を協議した上で、再度の入札日時及び入

札方法を改めて通知する。 

（３） 落札者の決定方法 

ア 本件公告に示した委託業務を履行できると本市が判断した入札者であって、予定

価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、

落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者又は代理人がくじを

引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない市職員がく

じを引くものとする。 

ウ 再度の入札を行うこととなった場合において、第２回目、第３回目の入札書を提

出しない者は、再度の入札を辞退したものとみなす。 

エ 契約担当部署は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した

入札書を受領した場合には、当該入札書を提出した入札者が参加の条件を満たし、

かつ、契約の条件を履行することができることを確保するため、当該入札者に照会

することができる。 

（４） 結果の公表について 

結果は、令和７年９月２日（火）以降に、本市ホームページにて公表する。 

 

９ その他 

（１） 入札保証金及び契約保証金 

   入札に参加を希望する者は、８（１）に掲げる期日までに、入札金額の１００分

の５以上の額を納付しなければならない。入札保証金が所定の額に満たない場合は、

入札は無効となる。 

   ただし、倉敷市財務規則（昭和４２年倉敷市規則第２２号）第１５４条各号のい

ずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除するため、免除を希望する者は、

８（１）に掲げる期日までに、入札保証金免除確認書を提出するものとする。 

契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の額を納付しなければならない。

ただし、倉敷市財務規則（昭和４２年倉敷市規則第２２号）第１７５条各号のいず

れかに該当するときは免除される。 

（２） 契約手続における交渉の有無 

無 

（３） 契約書の作成等 

ア 落札者は、落札決定した日から１４日以内の日（最終日が、倉敷市の休日を定め

る条例第１条第１項各号に掲げる日に当たるときは、最終日後において、最終日に
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最も近い同項各号に掲げる日でない日）に契約書を取り交わすものとする。 

イ 落札者が前記アの日に契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消

すとともに、入札参加資格を取り消す。また、落札決定を取り消された者は、契約

予定金額（消費税及び地方消費税含む）に対する入札保証金相当額の損害賠償金（契

約予定金額の１００分の５）を支払うものとする。 

ウ 契約書は２通作成し、本市及び落札者がそれぞれ各１通を保有する。 

エ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 

オ 本契約は、本市が落札者とともに契約書に記名押印しなければ確定しないものと

する。ただし、外国事業者にあっては、押印を署名に代えることができる。 

（４） 契約事項 

別冊「委託契約書（案）」のとおり。 

（５） 例規 

 倉敷市の条例や規則等の例規については、次のＵＲＬを参照のこと。 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/cityinfo/digital/1011799/1010799.html 


